
議決

いま,東 京都 は,練馬 区か ら世 田谷 区に至 る 「東京都都市計画道 路幹線街路外郭

環状線 の 2」 ,通 称 「外環の 2」 と呼ばれ る道路計画 をすす めよ うとしています。

東京都 は ,か つて地域住 民の強 い反対 によって ,い ったん 「外環 本線」計画及び

「外環 の 2」 計画 を ともに凍結 しま した。 しか し、その後、地域へ の影響 をで きる

だけ小 さくす る として 「外環本線 」計画 を膨大な費用 のかか る大深 度地下構造 に変

更 しなが ら、他方 で、沿線住民 を立ち退 かせ る 「外環 の 2」 計画 を維持 し、その建

設 を強行 しよ うとしています。

外環 の 2を “復活"さ せ よ うとす る東京都 の対応 に憤 つた上 田誠 吉 さんは, 20
08年 10月 ,東京都 に対 して,「 外環 の 2」 の違法 ,無効 の確認 等 を求 める行政

訴訟 を提起 しま した。裁判 は東京 地方裁判所で足掛 け 7年 の審理 を経て,遠 か らず

判決が予定 されています。

これ まで の裁判 で原告・弁護 団は,沿線住民のみな さん らとともに,外環本線 の

大深度地下構 造へ の計画変更に よって,「外環 の 2」 は廃止す るしかな くなった こ

とを主張・ 立証 してきま した。 これ に対 して東京都 は,「外環の 2」 計画が適法 で

あると主張 し続 け,地域住民無視 ,開発優先の立場 を鮮 明に しています。

上 田誠 吉 さんは 2009年 5月 にお亡 くな りにな りま したが,裁 判 にか けた思い

は妻の圭子 さんに引き継がれ , さらに多 くの人たちとの連帯 を生んで きま した。

現在 ,「 外環 の 2」 反対 の声 は,杉並 区住民による廃止提案,練馬 区住民に よる

新たな行政 訴訟の提起 ,三鷹市な どでの運動へ と,大 き く広がっています。

いま 日本 中で,「外環 の 2」 と同 じよ うに,経済活性化 の掛 け声 のもと,不要・

不急の公共 事業 , とりわけ道路建設 が進 め られ ています。特 に東京 では, 2020
年のオ リン ピック開催 を錦 の御旗 に,次 々 と道路建設 が進 め られ よ うとしています。

しか し,人 口減少社会が加速度 的に進 み ,自 動車離れ も言 われてい るなか,将来

世代 に莫大 な建設・保全 コス トを背負 わせ てまで,大規模 な道路建 設 を進 めるこ と

に, どれ ほ どの意 味があるので しょ うか。私たちが次世代 に残すべ きなのは,不 要

な道路 な どではな く,豊か な住環境 であ り,人 と人 ,地域 のつなが りではないで し

ょうか。

私た ちは ,地 域住民が永年月 をかけて築 きあげてきた豊かな住環 境 を破壊 し,地
域のつ なが りを断 ち切 る 「外環 の 2」 計画 に反対す る とともに,上 田誠吉 さんが提

訴 した裁判 を支持 し,「 外環の 2」 計画 が 自紙撤回 され るまで,「街 を壊す な !」

「地域 をま もれ !」 の声をあげ続 けてゆ くことを宣言 します。
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「とめよう!『外環の 2』 武蔵野訴訟報告集会」参加者一同


